
県の工事や業務を受注している事業者の皆様
ー「県契約 価格転嫁相談窓口」をご活用くださいー

■お気軽にご相談を
・物価上昇が続く中、県では契約における適切な価格転嫁を促進しています。

・今後も物価上昇が続くことが見込まれることから、県との契約で不安やお悩みをお持ちの事業

者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

■こんな時はご相談ください（相談例）
●原材料費・燃料費・人件費等の急激な上昇により契約金額を見直したい

●建設工事で、インフレスライド条項※の適用について相談したい

●その他、県との契約における価格転嫁に関すること 等
（※インフレスライド条項… 契約約款に基づき、「工期内に急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、

請負代金額が著しく不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求することができる措置）

■設置場所
●物品調達、製造の請負、委託について

長野県 会計局 契約･検査課 電話 026-235-7359 ﾒｰﾙ keiyaku-kensa@pref.nagano.lg.jp

●建設工事、建設工事に係る委託等について

長野県 建設部 建設政策課 技術管理室 電話 026-235-7294 ﾒｰﾙ gijukan@pref.nagano.lg.jp

【受付時間 9:00～16:30】
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各種相談窓口はこちらをご覧ください

■相談窓口一覧（県公式サイト）

(1)各種相談窓口一覧 仕事や働き方の相談

「県との契約で、物価高騰による契約金額の見直しなどを相談したい」

https://www.pref.nagano.lg.jp/koho/mokuteki/sodan.html#shigoto

(2)中小企業・小規模事業者向け価格転嫁支援について

相談窓口（中小企業者向け）

https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/chusho_kakaku.html

(3)入札・調達

物品・委託等調達情報(会計局) 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/kensei/nyusatsu/buppin/index.html

(4)入札・調達（建設工事等）

長野県電子入札システムスタートページ（建設関係）

https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/kensei/nyusatsu/kokyokoji/denshi

/nyusatsu/index.html
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